
（平成２２年７月１４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認新潟地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



新潟国民年金 事案 1069 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44年２月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 44年２月から 47年３月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

    私は、昭和 44 年＊月ごろに自宅において国民年金の加入届に自書し、町

内会長にその書類を渡して加入手続を行ったと記憶しており、その後、保険

料は、町内会の班長が集金に来て、私が定期的に納付していた。 

このため、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 44 年＊月ごろ、町内会長を通じて国民年金の加入手続を行

ったとしているが、Ａ市役所は、「町内会などの納付組織が加入手続の取り次

ぎを行うことはなかったと思う。」と回答している上、申立期間当時の近隣住

民数人に聴取しても、町内会長が加入手続の取り次ぎを行っていたとする証言

は得られなかった。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿によ

り、昭和 44 年＊月＊日を資格取得日として 47 年８月 31 日に払い出されたこ

とが確認でき、申立人は、申立期間当時、国民年金に未加入であったことから、

納付書が発行されず保険料を納付できなかったものと考えられる上、申立期間

の保険料をさかのぼって納付した記憶も無いとしている。 

さらに、国民年金手帳記号番号払出簿の縦覧調査及び氏名検索によっても申

立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、申立

期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書控等）は無

く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1070 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年 12 月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 37年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 平成元年 12月 

    ｢ねんきん特別便｣が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の保険料の納付事実が確認できなかったとの

回答を受け取った。 

私は、平成元年 12 月 27日に勤めていた会社を退職し、その後妻がＡ村役

場（現在は、Ｂ町役場Ｃ支所）に出向き国民年金の加入手続を行った。 

申立期間の保険料は定かではないが、妻が自分の保険料と一緒に納付した

のは間違いないので、申立期間の保険料が未納とされていることに納得がい

かない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ村役場作成の国民年金被保険者名簿は、新旧２種類が保管されており、申

立期間の記録は旧名簿（平成２年度までの納付記録）においては未加入となっ

ているが、新名簿（平成３年度以降の納付記録）においては国民年金第１号被

保険者として資格取得日及び資格喪失日が記載されていることから、申立期間

は平成３年度以降に記録が追加されたものと考えられる。 

また、申立人と一緒に加入手続を行ったとするその妻も申立期間が未納とな

っているが、オンライン記録により、平成２年１月４日資格取得の国民年金第

３号被保険者特例届の届出年月日は８年２月１日となっており、その後、申立

期間の遡及
そきゅう

訂正処理が行われ未納期間が生じていることから、申立期間当時、

申立人の妻は、昭和 63 年７月１日から引続き国民年金第３号被保険者に該当

しており、納付書は発行されず保険料を納付することはできなかったものと考

えられる。 

   さらに、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申



告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1071 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52年６月から 54年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 52年６月から 54年３月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されてきたことを契機として国民年金保険料の

納付記録を照会したところ、申立期間の保険料の納付記録を確認することは

できなかったとの回答を受け取った。 

当時、私は両親と同居しており、私の国民年金の加入手続は私の母が行っ

てくれた。 

保険料の納付は、私又は私の母がＡ町役場（現在は、Ｂ市役所）の窓口に

おいて 4,000円前後の保険料を納付した記憶があるので、申立期間の保険料

が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿により、昭

和 52年＊月＊日を資格取得日として婚姻後の 54年 11月 21日に払い出された

ことが確認でき、申立人は、申立期間当時、国民年金に未加入であったことか

ら、納付書が発行されず、保険料を納付できなかったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された時点においては、特例

納付及び過年度納付により、申立期間の保険料をさかのぼって納付することは

可能であったものの、申立人は、国民年金加入後に申立期間の保険料をさかの

ぼって納付した記憶は無く、その母から遡及
そきゅう

納付の事実も聞いていないとして

いる。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

ない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1072 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 10 月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 52年 10月から 58年３月まで 

    「ねんきん定期便」が送付されたのを契機として国民年金保険料の納付記

録を照会したところ、申立期間の納付事実が確認できなかったとの回答を受

け取った。 

昭和 52 年＊月ごろ、私の父が私の国民年金の加入手続を行い、家族の保

険料を３か月ごとに集金人に納付していたはずである。 

当時、私は両親及び姉夫婦と同居しており、両親及び姉夫婦の保険料が納

付済みであるのに、私の保険料のみが未納とされていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与しておらず、申立

人の保険料納付を行ったとするその父は既に亡くなっているため、保険料の納

付状況等が不明である。 

   また、申立期間当時、申立人と同居していたその姉に聴取したところ、自身

及び自身の夫に係る加入手続及び保険料納付についても亡父が行っていたと

して、申立人に係る保険料の納付状況等について具体的な証言が得られなかっ

た。 

さらに、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たら

ない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



新潟国民年金 事案 1073 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 59年３月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 59年３月から同年 12月まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、申立期間が                                                                                                       

未加入とされていた。改めて国民年金保険料の納付記録を照会したところ、     

申立期間の国民年金加入記録が確認できないとの回答を受け取った。 

昭和 59年３月にＡ県Ｂ市で勤務していた会社を退職し、Ｃ市に転入した。

その際、Ｃ市役所に出向き国民年金の加入手続を行った。妻は自分の保険

料と私の保険料を一緒に納入していたのは間違いないと言っているのに、

私の国民年金保険料が未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、オンライン記録から、昭和 61 年７月か

ら同年９月ごろまでの間に払い出されたことが推認でき、この時点では、申立

期間の一部は時効により納付することができない。 

また、本人が所持する年金手帳の「国民年金の記録（１）」欄における最初

の「被保険者となった日」が昭和 61 年３月 26 日となっており、オンライン

記録並びにＣ市役所作成の国民年金被保険者名簿及び国民年金納付整理カー

ドにおける被保険者資格の取得記録も同日となっていることから、申立期間

は未加入期間であり、納付書が発行されず保険料を納付することができなか

ったものと考えられる。 

さらに、氏名検索によっても、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い

出された形跡は見当たらない上、申立期間の保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書控等）は無く、ほかに保険料納付をうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



新潟厚生年金 事案 1002 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 23年３月１日から 24年２月 10日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ社Ｂ営業

所に勤務した期間のうち、申立期間が厚生年金保険被保険者期間となってい

ないことが分かった。 

Ａ社Ｂ営業所には、昭和 23 年３月１日から、正社員として勤務していた

ので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が氏名を記憶している同僚 13 人のうち 10人が、オンライン記録によ

り、Ａ社Ｂ営業所において厚生年金保険に加入していることが確認できること

から、申立人は、申立期間のうち、期間は特定できないものの、申立期間のい

ずれかの期間に当該事業所に勤務していた可能性を否定できない。 

しかしながら、Ａ社Ｂ営業所は既に解散している上、上記 10 人は、いずれ

も亡くなっているか、その所在が不明であることに加え、残りの３人の同僚に

ついても、その所在が不明であることから、申立人の具体的な勤務期間及び厚

生年金保険料の控除等の状況について確認することができない。 

また、申立人が一緒にＡ社Ｂ営業所に入社したと記憶している同僚一人は、

申立人とほぼ同時期の昭和24年２月15日に当該事業所において厚生年金保険

に加入していることが確認できる。 

さらに、オンライン記録から、Ａ社Ｂ営業所は、昭和 23 年７月１日に厚生

年金保険の適用事業所になっており、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、申立期間のうち、同年７月１日以降の期間において申立人

の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無いことから、申立人に係る社

会保険事務所（当時）の記録が失われたものとは考え難い。 



加えて、申立人は申立期間において事業主により給与から厚生年金保険料を

控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間に係る厚生年金保険料が控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 
これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



新潟厚生年金 事案 1003 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： ① 昭和 33年 11月１日から 36年４月１日まで 

             ② 昭和 36年７月１日から 38年７月８日まで 

    年金問題が話題となり、以前から申立期間①及び②が厚生年金保険被保険

者期間となっていないことに疑問を持っていたため、社会保険事務所（当時）

に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、やはり、申立期間①及び②が

厚生年金保険被保険者期間となっていないとの回答を受けた。 

    申立期間①は、定時制高校の担任の先生に勧められて、Ａ事業所に臨時職

員として勤務していた。 

    申立期間②は、Ｂ県Ｃ事業所に臨時職員として勤務し、Ｄ業務及びＥ業務

に従事していた。 

    このため、申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保

険者名簿において、申立人の記憶する同僚が当該期間中に厚生年金保険の被

保険者資格を取得していることから、期間は特定できないものの、申立人が

当該事業所に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人は、上記同僚について、「Ａ事業所で、自分より先

に勤務していた。」としているところ、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保

険事業所別被保険者名簿から、当該同僚は、申立期間①中の昭和 35 年 11

月７日に厚生年金保険被保険者資格を取得したことが確認できる。 

    また、申立人は、「Ａ事業所において、昭和 36年２月か３月に、正職員に

なるための試験があった。自分は受からなかったが、当該試験に合格した二



人の氏名を記憶している。」と証言しているが、Ａ事業所に係る健康保険厚

生年金保険事業所別被保険者名簿から、当該二人はいずれも、昭和 36 年４

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認できること

から、当該事業所では、申立期間①当時、必ずしもすべての従業員を厚生年

金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

    さらに、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿には、

申立期間①において、申立人の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も

無いことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考え難い。 

    加えて、申立人は、申立期間①において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間①に係る厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

  

  ２ 申立期間②について、Ｂ県Ｃ事業所の業務継承事業所である同県Ｆ局Ｇ部

は、申立人が同事業所の庶務課長として氏名を挙げている者について、「昭

和 37年 12月１日から 39年９月 30日まで、Ｂ県Ｃ事業所に在籍していた。」

と回答していることから、期間は特定できないものの、申立人が同事業所に

勤務していたことが推認できる。 

    しかしながら、申立人が氏名を記憶している同僚のうち、回答を得ること

ができた３人はいずれも、「Ｂ県Ｃ事業所では、臨時職員は、Ｈ職の男性を

除き、厚生年金保険に加入させていなかったと思う。」と証言しているとこ

ろ、Ｂ県Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び健

康保険厚生年金保険被保険者原票において、当該事業所が厚生年金保険の適

用事業所となった昭和 35年９月１日以降、申立期間②を含む 41年４月１日

までの間、当該事業所において厚生年金保険に加入した者は全部で 12 人確

認できるが、これらの者の中に女性は確認できない。 

    また、上記同僚３人のうち２人はいずれも、「自分には、共済組合に加入

している期間があるが、同組合には、Ｂ県の正職員になったときに加入した

と思う。」と証言している。 

    これらを総合的に判断すると、Ｂ県Ｃ事業所では、申立期間②当時、正職

員は共済組合に加入させ、臨時職員については、Ｈ職の男性を除き、厚生年

金保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

    さらに、Ｂ県Ｃ事業所に係る健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿

及び健康保険厚生年金保険被保険者原票には、申立期間②において、申立人

の氏名は無い上、健康保険の整理番号に欠落も無いことから、申立人に係る

社会保険事務所の記録が失われたとは考え難い。 

    加えて、申立人は、申立期間②において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていた具体的な記憶が無く、申立期間②に係る厚生年金保

険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 



  ３ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 
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第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

        申 立 期 間 ： 昭和 62年４月４日から 63年３月 25日まで 

    「ねんきん特別便」が送付されたので記録を確認したところ、Ａ県教育庁

Ｂ教育事務所管内（当時）のＣ市立Ｄ中学校に臨時職員として勤務した申立

期間が厚生年金保険被保険者期間となっていないことが分かった。 

    昭和 62 年３月に大学を卒業するとすぐに公立学校の臨時職員として勤務

を繰り返した。申立期間以外の臨時職員として勤務した期間は、厚生年金保

険の加入記録があるのに、申立期間だけ記録が無いのはおかしい。 

    臨時職員として勤務していた期間は、勤務形態に変化は無いので、申立期

間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立人の履歴書及び申立期間に係る辞令書並びに現

在Ｃ市立Ｄ中学校を管轄しているＡ県教育庁Ｅ教育事務所保管の申立人に係

る給料個票から、申立人が、昭和 62 年４月４日から 63 年３月 25 日まで、Ａ

県教育庁Ｂ教育事務所管内（当時）のＣ市立Ｄ中学校に勤務していたことが確

認できる。 

   しかしながら、申立期間当時にＣ市立Ｄ中学校を管轄していたＡ県教育庁Ｂ

教育事務所は、「関係書類が現存しないため、申立てどおりの届出や厚生年金

保険料の控除については不明である。」と回答しており、当時の同僚について

も、死亡及び協力が得られないことから、申立人の申立期間における厚生年金

保険料の控除について確認することができない。 
   また、申立人は、「申立期間中、医師の治療を受けた際に、父の国民健康保

険証を使った記憶があり、申立期間当時、勤務先からは健康保険証を受け取っ

た記憶が無い。当時の給与明細書が残っているわけでもなく、給与から厚生年



金保険料が控除されていたかどうかはっきりと分からない。」としている上、

申立人が所持している年金手帳では、初めて厚生年金保険被保険者となった日

として、「昭和 63年７月３日」と記載されていることが確認でき、当該年月日

は、オンライン記録における厚生年金保険被保険者資格取得日と一致している。 

    このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 


